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１ 教育・保育施設の充実 
 

教育・保育の利用状況及び利用希望把握アンケートにより把握する利用希望を踏まえ、教育・

保育提供区域ごとに均衡の取れた教育・保育の提供が行えるよう、小学校就学前児童数の推移、

教育・保育施設の配置状況及び地域の実情等を考慮し、認定区分ごとに量の見込み（必要利用定

員総数）と確保の内容及び実施時期を設定します。 

 

（１）１号認定（3 歳以上、幼稚園を利用希望） 

■量の見込み 

 計  画 実  績 

１ 必要利用定員総数 （量の見込み） ３４人 ３３人 

２ 確保の内容 １５５人 １５５人 

 特定教育・保育施設 １５５人 １５５人 

確認を受けない 

幼稚園 
０人 ０人 

過不足（２-１） １２１人 １２２人 

浦幌幼稚園 ３３人、厚内幼稚園  ０人 

※必要利用定員総数＝幼児期の学校教育・保育の量の見込み 

※確認を受けない幼稚園＝自治体が施設型給付の対象となることを確認する「認定こども園・幼稚園・保育所」

に該当しない、私立幼稚園のこと。 

■確保の内容方針 

浦幌町では、浦幌幼稚園・厚内幼稚園にて現状に引き続き実施します。 

 

（２）２号認定（3 歳以上、保育所を利用希望） 

■量の見込み 

 計  画 実  績 

１ 必要利用定員総数 （量の見込み） ５５人 ６０人 

２ 確保の内容 ８７人 ８７人 

 特定教育・保育施設 ６０人 ６０人 

地域型保育事業 ０人 ０人 

認可外保育施設 

（へき地保育所） 
２７人 ２７人 

過不足（２-１） ３２人 ２７人 

しらかば保育園 ４６人、ひまわり保育園 １４人 

※必要利用定員総数＝幼児期の学校教育・保育の量の見込み 

■確保の内容方針 

浦幌町では、しらかば保育園・上浦幌ひまわり保育園にて現状に引き続き実施します。 
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（３）３号認定（０歳、保育所を利用希望） 

■量の見込み 

 計  画 実  績 

１ 必要利用定員総数 （量の見込み） １人 ０人 

２ 確保の内容 ６人 ６人 

 特定教育・保育施設 ６人 ６人 

地域型保育事業 ０人 ０人 

認可外保育施設 

（へき地保育所） 
０人 ０人 

過不足（２-１） ５人 ６人 

                                      しらかば保育園 ０人 

※必要利用定員総数＝幼児期の学校教育・保育の量の見込み 

■確保の内容方針 

浦幌町では、しらかば保育園にて現状に引き続き実施します。 

 

（４）３号認定（１・２歳、保育所を利用希望） 

■量の見込み 

 計  画 実  績 

１ 必要利用定員総数 （量の見込み） １８人 ２２人 

２ 確保の内容 ３２人 ３２人 

 特定教育・保育施設 ２４人 ２４人 

地域型保育事業 ０人 ０人 

認可外保育施設 

（へき地保育所） 
８人 ８人 

過不足（２-１） １４人 １０人 

しらかば保育園 ２１人、ひまわり保育園 １人 

※必要利用定員総数＝幼児期の学校教育・保育の量の見込み 

■確保の内容方針 

浦幌町では、しらかば保育園・上浦幌ひまわり保育園（2歳）にて現状に引き続き実施します。 

 

○保育利用率の目標値設定について 

国の基本指針では、３号認定の量の見込み割合である「保育利用率」の目標値を設定すること

とされています。保育利用率の目標値は、「量の見込み（３号認定子ども）÷各年度推計人口（０

～２歳）×100＝（小数点第一まで）」により算出した数値とします。 

 計  画 実  績 

保育利用率 １８．６％ ２９．３％ 

推計児童数（０～２歳）・人 １０２人 ７５人 
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２ 地域子ども・子育て支援事業の充実 
 

（１）利用者支援事業（平成 27 年度からの新規事業） 

子どもや保護者が、保育所・幼稚園での学校教育・保育や一時預かり、学童保育所等の地域

子育て支援事業の中から適切なものを選択し円滑に利用できるよう、福祉に関わる各機関で情

報提供や相談を含めた支援を行う事業です。 

[対象年齢]０～５歳（就学前） 

 

量の見込み 

 計  画 実  績 

実施予定か所数（か所） １ １ 

■確保の方策方針 

○浦幌町では、当面、保健福祉センター（保健福祉課）にて実施します。 

 

（２）時間外保育事業（延長保育・休日保育） 

保護者の就労形態の多様化、長時間通勤等に伴う延長保育需要に対応するため、通常保育時

間を超えて、保育を実施する事業です。 

[対象年齢]０～５歳（就学前） 

 

量の見込み 

 計  画 実  績 

量の見込み（人） ０ ０ 

確保の方策（人） 検討 検討 

■確保の方策方針 

○保育時間の前後1時間を延長した長時間保育に関しては、従前どおり実施します。長時間保育

を越える部分の対応はファミリー・サポート・センター事業の体制作りを強化していきます。 

○国の財政支援状況を鑑みて、浦幌町の予算措置を検討の上、実施できるかどうか検討を進め

ていきます。 
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（３）放課後児童健全育成事業 

   ①学童保育所 

主に保護者が就労等により昼間は家庭にいない小学生に、適切な遊びや生活の場を与えて、

児童の健全育成を図る事業です。 

[対象年齢]就学児（6～11 歳） 

 

量の見込み 

 計  画 実  績 

【低学年】 

量の見込み（人） 
４３ ４５ 

確保の方策（人） ４０ ４０ 

【高学年】 

量の見込み（人） 
４ １２ 

確保の方策（人） １０ １０ 

1 年 16 人、2 年 13 人、3 年 16 人、4 年 5 人、5 年 6 人、6 年 1 人 

■確保の方策方針 

○浦幌町では、現状に引き続き実施します。 

 

   ②上浦幌児童クラブ 

   上浦幌中央小学校に通う子どもを対象とした、平成 29 年度からの新規事業です。学童保

育所と同じように保護者が就労等により昼間は家庭にいない小学生に、適切な遊びや生活の

場を与えて、児童の健全育成を図る事業です。 

 [対象年齢]就学児（６～11 歳） 

 

量の見込み 

 計  画 実  績 

【低学年】 

量の見込み（人） 

新規事業のため計画なし。  

９ 

確保の方策（人） １０ 

【高学年】 

量の見込み（人） 
１ 

確保の方策（人） １０ 

1 年 3 人、2 年 3 人、3 年 3 人、4 年 0 人、5 年 1 人、6 年 0 人 

 

 ■確保の方策方針 

 ○浦幌町では、現状に引き続き実施します。 
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（４）子育て短期支援事業（ショートステイ） 

保護者が、疾病・疲労など身体上・精神上・環境上の理由により児童の養育が困難となった

場合等に、児童養護施設などにおいて養育・保護を行う事業です。 

[対象年齢]０～５歳（就学前） 

[単位]延べ利用者数（年間）人／年 

 

量の見込み 

 計  画 実  績 

量の見込み（人／年） ０ ０ 

確保の方策（人/年） 検討 検討 

■確保の方策方針 

○国の財政支援状況を鑑みて、浦幌町の予算措置を検討の上、実施ができるかどうか検討を進め

ていきます。 

 

（５）乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業） 

生後４か月までの乳児のいるすべての家庭を訪問し、さまざまな不安や悩みを聞き、子育て

支援に関する情報提供などを行うとともに、親子の心身の状況や養育環境などの把握や助言を

行い、支援が必要な家庭に対しては適切なサービス提供につなげるものであり、この訪問を、

乳児のいる家庭と地域社会をつなぐ最初の機会とすることにより、乳児家庭の孤立を防ぐこと

を目指す事業です。 

[対象年齢]0歳 

 

量の見込み 

 計  画 実  績 

量の見込み（人） ３５ １８ 

確保の方策 【実施体制】保健師訪問 

【実施機関】浦幌町保健福祉課 

■確保の方策方針 

○浦幌町では、現状に引き続き実施します。 
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（６）養育支援訪問事業 

養育支援が特に必要な家庭を訪問して、保護者の育児等の養育能力を向上させるための支援

（相談支援、育児援助など）を行う事業です。正式名は「養育支援訪問事業及び要保護児童対

策地域協議会その他の者による要保護児童等に対する支援に資する事業」。 

[対象者]要支援児童、特定妊婦、要保護児童（注） 

 

量の見込み 

 計  画 実  績 

量の見込み（人） ３８ １８ 

確保の方策 【実施体制】保健師訪問 

【実施機関】浦幌町保健福祉課 

■確保の方策方針 

○浦幌町では、乳児全戸訪問（こんちには赤ちゃん事業）と同時に養育支援訪問も行っています。

現状に引き続き実施します。 

 

（注） 

要支援児童：乳児家庭全戸訪問事業の実施その他により把握した保護者の養育を支援することが 

特に必要と認められる児童 

特定妊婦：出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦 

要保護児童：保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童 

児童福祉法第六条の三の規定より 

 

（７）地域子育て支援拠点事業（子育て支援センター） 

育児不安等の解消及び児童の健全育成を推進するセンターです。子どもたちの健やかな成長

と、お父さんお母さんが楽しく子育てできるよう子育て相談、子育て情報提供、親子イベント

などを行っています。 

[対象年齢]０～５歳（就学前のお子さんを対象） 

[単位]延べ利用者数（年間）人／回 

 

量の見込み 

 計  画 実  績 

量の見込み（人／回） １，４５８ ９８３ 

確保の方策（か所） １ １ 

■確保の方策方針 

○浦幌町では、子育て支援センターにて現状に引き続き実施します。 
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（８）一時預かり事業 

保護者のパートタイム就労や疾病・出産などにより保育が一時的に困難となった乳児又は幼

児について、幼稚園、保育園その他の場所において、一時的に保育預かりを行う事業です。 

[対象年齢]①幼稚園在園児は３～５歳（就学前） ②保育園等（在園児以外）は０～５歳（就学前） 

[単位]延べ利用者数（年間）人日／年 

 

①幼稚園における一時預かり（幼稚園における在園児対象型） 

 

量の見込み 

 計  画 実  績 

量の見込み合計（人日／年） ３，２１９ １，５３５ 

 幼稚園の在園児を 

対象とした一時預かり 

（１号認定見込み） 

３，２１９ １，５３５ 

確保の方策（人日／年） ６，８００ ６，８００ 

※２号認定の利用については利用実態がないので、見込みはありません。 

■確保の方策方針 

○浦幌町では、町立幼稚園にて現状に引き続き実施します。 

 

②保育園等における一時預かり（幼稚園における在園児対象型以外） 

 

量の見込み 

 計  画 実  績 

量の見込み（人日／年） ２８０ ２２２ 

確保の方策（人日／年） ２，９００ ２，９００ 

 保育園の一時預かり 

（在園児対象型以外） 
２，９００ ２，９００ 

 子育て援助活動支援事業（ファミリー・ 

サポート・センター） ０ ０ 

■確保の方策方針 

○浦幌町では、しらかば保育園内にて現状に引き続き実施します。また、ファミリー・サポート・

センター事業の進展を図ります。 
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（９）病児（病後児）保育事業、子育て援助活動支援事業（病児・緊急対応強化事業） 

病児（病後児）保育事業は、病気にかかっている子どもや回復しつつある子どもを病院等の

医療機関や保育施設の付設の専用スペース等で看護師等が一時的に預かる事業です。 

[対象年齢]０～５歳（就学前） 

 

量の見込み 

 計  画 実  績 

量の見込み（人日／年） ０ ０ 

確保の方策（人日／年） 検討 検討 

 病児保育事業   

 子育て援助活動支援事業 

（ファミリー・ 

サポート・センターなど） 

  

■確保の方策方針 

○国の財政支援状況を鑑みて、浦幌町の予算措置を検討の上、実施ができるか検討を進めていき

ます。 

 

（10）子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター、就学後含む） 

子育ての手助けがほしい人（依頼会員）、子育てのお手伝いをしたい人（協力会員）、両方を

兼ねる人（両方会員）に会員登録いただき、子育てのサポートを提供する相互援助活動を行い

ます。就学児対象のファミリー・サポート・センター事業です。 

[対象年齢]就学児 

 

量の見込み（低学年） 

 計  画 実  績 

量の見込み（人／日） ０ ６ 

確保の方策（人/日） ０ ６ 

量の見込み（高学年） 

 計  画 実  績 

量の見込み（人／日） ０ ０ 

確保の方策（人/日） ０ ０ 

■確保の方策方針 

○浦幌町では、重点的に事業を進めるとともに、積極的に地域の力で子育てが進められるよう実

施していきます。 
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（11）妊婦健診事業 

妊婦が定期的に行う健診費用を公費助成する事業です。 

 

量の見込み 

 計  画 実  績 

量の見込み（人） ３５ ２６ 

確保の方策 【実施場所】道内各医療機関、道外は、別途申請。 

【実施体制】各医療機関に委託 

【実施時期】通年 

【実施項目】母子手帳交付時に受診券 14枚交付 

■確保の方策方針 

○浦幌町では、現状に引き続き実施します。道外での検診については、別途申請によって公費

助成する制度となっています。 

 

 

 


